
別紙－1    専用利用のご案内                                                                                         

1 専用利用料金 

■プール施設料金 

利用区分 

利用場所 
1 コース／1 時間 

あたりの金額 

全コース／1 時間 

あたりの金額 大分類 小分類 小分類例 

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合 

アマチュアスポーツ 

各種大会、競技会、学校授業 

学校のクラブ活動、幼稚園 

保育園、競技力向上等 

メインプール 2,000 円 16,000 円 

飛込みプール  6,000 円 

サブプール 2,000 円 12,800 円 

営利・宣伝を目的と

しないアマチュアス

ポーツ以外の催物 

日本赤十字の講習会 

消防関係の講習会 

ライフセーバー講習会 

メインプール 6,000 円 48,000 円 

飛込みプール  18,000 円 

サブプール 6,000 円 38,000 円 

興行及び営利宣伝

を目的とする催物 

民間スポーツクラブ 

個人レッスン 

メインプール 16,000 円 128,000 円 

飛込みプール  48,000 円 

サブプール 16,000 円 102,400 円 

入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合 

 

アマチュアスポーツ 

大学生の大会 

マスターズ大会 

日本選手権 

メインプール 3,000 円 24,000 円 

飛込みプール  7,000 円 

サブプール 3,000 円 19,200 円 

営利・宣伝を目的と

しないアマチュアス

ポーツ以外の催物 

 

プロスポーツチャリティ 

メインプール 9,000 円 72,000 円 

飛込みプール  21,000 円 

サブプール 9,000 円 57,600 円 

興行及び営利宣伝

を目的とする催物 

CM 撮影 

TV 撮影 

芸能人水泳大会 

メインプール 24,000 円 192,000 円 

飛込みプール  56,000 円 

サブプール 24,000 円 153,600 円 

備考 ・ 8 時間を超える専用利用の利用料金は、8時間利用する場合の利用料金の額に、超過する 1時間につき 

この表に定める利用料金の額の 80 パーセントに相当する額を加算した額とします。 

      ・ コース専用利用（大会等を除く）の場合、上記専用利用料金のほかに、別途利用者各人のプール利用料

金が必要です。 

■設備・プール備品の利用料金 

設備 １時間あたりの金額 プール備品 １時間あたりの金額 

電光表示装置 1,000 円 競泳競技用備品一式 1,000 円 

放送設備 500 円 シンクロ備品一式 1,000 円 

照明（通常の２倍の明るさ） 1,000 円 水球備品一式 1,000 円 

照明（通常の３倍の明るさ） 2,000 円 水中モニターシステム 1,000 円 

  スパッティング 500 円 

※プール備品の貸出は大会や、競技力向上の利用に限ります。 

 

 



 ■利用料金の減免 

   ・減免の対象となる場合及び減免額 

区分 利用内容 
主催者 

実施主体 
免除額 

個人 

利用料 
免除の対象となる利用料金 

大
会
等
の
専
用
利
用 

１.  大会 

研修会 

講習会 

・県 

・県教育委員会 

全額 

― 

・プール施設 

・プール設備（電光表示装置等） 

・プール備品（競泳備品一式等） 

・スタジオ、トレーニングルーム 

・会議室 

・県・市町村小学校体育連盟 

・県・市町村中学校体育連盟 

・県・市町村高等学校体育連盟 

1/2 

・プール施設 

・プール設備（電光表示装置等） 

・プール備品（競泳備品一式等） 

・会議室 ・日本水泳連盟 

・県水泳連盟 

・市町村水泳連盟 

（県が承認した水泳競技団体） 

・市町村 

・市町村教育委員会 
3/10 

競
技
力
向
上
等
の
専
用
利
用 

２. 競技力向上の

ための合宿等 

・日本水泳連盟 

・県水泳連盟 

・市町村水泳連盟 

（県が承認した水泳競技団体） 

1/2 

・プール施設 

・プール備品（競泳備品一式等） 

３. 県内に所在

する学校の

部活動 

 

・小学校 

・中学校 

・高等学校 

・中等教育学校 

・高等専門学校 

・特別支援学校 

1/2 

・プール施設 

一
般
専
用
利
用 

４. 県内に所在

する学校の

授業、教育活

動 

（部活動は除

く） 

・幼稚園 

・小学校 

・中学校 

・高等学校 

・中等教育学校 

・高等専門学校 

・特別支援学校 

1/2 

必要 

・プール施設 

５. 施設、団体の

活動 

・保育所（県内に所在するもの） 

・障がい児施設 

・障がい者等により構成される団体 

1/2 

・プール施設 



2 専用利用の申込及び利用方法 

・ 受付時間は営業日の午前 10 時から午後 7時です。 

・ 各様式は施設備え付けもしくは、当施設のホームページから入手できます。 

                  ホームページアドレス  http://www.nagaoka-swim.com 

・ 申請書等送付先（FAX またはメール） 

                  FAX  ： 0258-39-3212 

                  E-mail ： info@nagaoka-swim.com 

 

■大会等の専用利用（施設全体もしくは各プールのいずれか全面を専用利用する場合） 

 大会利用の申し込み優先順位は、全国・県・地区（市町村を超える場合）・市の順です。県が認める大会等が

優先されますので予めご了承ください。 

 大会等の申し込みは、2 月 1 日から受け付けます。 

 申し込み方法は、開催 2 ヶ月前までに、P27 様式第 2号「大会開催申請書」に必要事項を記入し、FAX または

メール、もしくは直接受付にお申し込みください。 

※FＡＸまたはメールでお申し込みの場合は、当施設から申請確認書を返信いたします。 

 大会利用に際して、利用料金の減免、施設設備・備品等の利用希望がある場合、P33 様式第 7 号「施設使用

料・利用料金減免申請書」、P25，26 様式第1号「施設専用・備品等利用申請書」を合わせて開催15日前まで

に提出してください。 

 利用料金は、開催 15 日前までに納付してください。納付した利用料金は、原則として返金できません。 

・ 開催 15 日前までに施設管理者と事前打ち合わせを行ってください。 

大会開催における注意事項は P16 別紙－2「大会開催時における注意事項」をご覧ください。 

・ その他、利用に際しては、施設利用に関する注意事項をご覧ください。 

 

■競技力向上等の専用利用 

 各プールを専用利用する場合の申し込み受け付けは、利用日の 2 ヶ月前からです。県が認める競技力向上利

用等が優先されますので予めご了承ください。 

※大会等の予約状況を事前に施設へお問い合わせください。 

 受付は先着順とします。ただし受け付けをした利用予定日に大会等専用利用の申し込みが入った場合は、大

会等専用利用を優先いたします。 

 申込方法は、P25，26 様式第 1 号「施設専用・備品等利用申請書」に必要事項を記入し、FＡＸまたはメール、

もしくは直接受付にお申し込みください。 

※FＡＸまたはメールでお申し込みの場合は、当施設から申請確認書を返信いたします。 

・ 専用利用に際して、利用料金の減免がある場合、P33 様式第 7 号「施設使用料・利用料金減免申請書」を提

出してください。使 

・ 利用料金は、利用日までに事前振り込み、もしくは受付に直接お支払いください。納付した利用料金は、原則と

して返金できません。 

 その他、利用に際しては、施設利用に関する注意事項を、ご覧ください。 

 

mailto:info@nagaoka-swim.com


 

■一般専用利用（一部コースを専用利用する場合） 

 一般の方のコース専用利用は、原則として大会専用利用がなく、競技力向上利用・一般利用等に支障がない

場合、利用者の要望に応じてコースの専用利用ができます。 

※大会等の予約状況を事前に施設へお問い合わせください。 

 一般専用利用の、申し込み受付は、利用日の 1 ヶ月前より随時、先着順で受け付けます。申し込みの際、P25，

26 様式第 1 号「施設専用・備品等利用申請書」に必要事項を記入し、FＡＸまたはメール、もしくは直接受付に

お申し込みください。 

※FＡＸまたはメールでお申し込みの場合は、当施設から申請確認書を返信いたします。 

 利用料金は、利用日までに事前振り込み、もしくは受付に直接お支払いください。納付した利用料金は、原則と

して返金できません。 

 その他、利用に際しては、施設利用に関する注意事項を、ご覧ください。 

 


